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Ａ男が、妻であるＢ女の委任状を持参して、公職

選挙法（以下「公選法」という。）に基づく「引き続

き当該都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書」

の交付申請を行ったのですが、Ｂ女は、本市におい

て、Ａ男を加害者としてドメスティック・バイオレ

ンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための

措置（以下「ＤＶ等支援措置」という。）を受けてい

ます。Ａ男の交付申請を拒否すべきでしょうか。

１．住民基本台帳制度に係るＤＶ等支援措置について

①住民基本台帳の閲覧等の制度

住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の

写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付（以

下「住民基本台帳の閲覧等」という。）の制度は、

住民基本台帳法（以下「住基法」という。）制定時

には、何人でも閲覧又は交付の請求ができるとさ

れていましたが、個人情報に対する意識の高まり

等を背景として、３度の法改正により、閲覧又は

交付の請求の主体と目的を一定の要件に該当する

場合に限定し、不当な目的によることが明らかな

とき等には請求を拒否できることとされました。

②ＤＶ等支援措置

さらに、平成１６年の住民基本台帳の一部の写し

の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令等

の一部改正により、ドメスティック・バイオレン

ス及びストーカー行為等の加害者が、住民基本台

帳の閲覧等の制度を不当に利用して被害者の住所

を検索することを防止し、被害者の保護を図るた

めの措置として、被害者の申出を受けた市町村長

は、支援措置が必要と判断した場合、①加害者に

よる閲覧又は交付の請求を拒否する②第三者によ

る請求についてもなりすましや加害者の依頼を受

けた者による請求を防ぐため本人確認や請求事由

等を厳格に審査する、という措置が講じられるこ

ととなりました。

また、最初に申出を受けた市町村長は、申出者

が他の市町村（前住所地や本籍地等）に対しても

併せて支援措置を求める場合には、申出書の写し

を当該市町村長に転送することとされています。

転送を受けた市町村長は、支援の必要性を確認し、

同様の措置を講ずることとなります。

③ＤＶ等支援措置に係る住民基本台帳関係部局と

の連携

平成１７年３月２５日付け総務省自治行政局選挙部選

挙課長通知では、支援対象者が記載されている選

挙人名簿の抄本の閲覧についても同様の措置が円

滑に講じられるよう、住民基本台帳担当部局は選

挙管理委員会と連携を取ることが適当であるとし、

また、「配偶者からの暴力の防止等に関する政策評

価書」（平成２１年５月総務省、以下「ＤＶ評価書」

という。）において、「住民基本台帳からの情報を

基に事務処理を行う部局における被害者情報の管

理に係る工夫事例を把握し、市町村に対し、これ

を情報提供するとともに、住民基本台帳担当部局

と連携し更なる被害者情報の厳重な管理を行うよ

う助言すること」等が勧告され、市町村の住民基

本台帳担当部局は、当該市町村内の関係部局に対

し、必要な情報を提供することにより、これらの

部局との連携に努めることが必要であるとしてい

ます（事務処理要領）。

２．公選法に基づく「引き続き当該都道府県の区域

内に住所を有する旨の証明書」について

①都道府県の議会の議員及び長の選挙権

普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権

は、日本国民であり年齢満２０歳以上の者で、引き

続き３箇月以上市町村の区域内に住所を有する者
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が有するとされており（地方自治法第１８条及び公

選法第９条第２項）、都道府県の議会の議員及び長

の選挙権は、基礎的地方公共団体である市町村の

選挙権を有する者が有するとされています。さら

に、引き続き同一都道府県内の他の市町村の区域

内に住所を移した場合でも、「引き続き３箇月以上

市町村の区域内に住所を有する」という要件に関

わらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙

権を引き続き有するとされています（公選法第９

条第４項）。

②引き続き当該都道府県の区域内に住所を有する

旨の証明書の交付

都道府県の議会の議員及び長の選挙において、

上記のように、引き続き同一都道府県内の市町村

に住所を移した選挙人が、従前の市町村において

投票しようとする場合には、選挙人名簿又はその

抄本の対照を経る際に、「引き続き当該都道府県の

区域内に住所を有することを証するに足りる文書」

を提示しなければなりません（公選法第４４条第３

項）。

「引き続き当該都道府県の区域内に住所を有す

ることを証するに足りる文書」とは、その内容が、

①従前都道府県の選挙の選挙権を有していた市町

村から引き続き同一都道府県内の他の市町村に住

所を移し、②転入後引き続きその市町村に住所を

有していることを証明するもので、これらのこと

を公的に証明することのできる者が証明した文書

と解されており、当該選挙人は、いずれかの市町

村の長に対して、「引き続き当該都道府県の区域内

に住所を有する旨の証明書」の交付を申請するこ

とができます（公選法施行令第３４条の２第１項）。

また、そのような申請があった場合、市町村長は、

その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を

有すると認めるときは、直ちに当該証明書を交付

しなければなりません（公選法施行令第３４条の２

第２項）。

当該証明書の交付手続に関しては、公選法施行

規則で証明書の様式が定められており、その他に

関しては特に定めはなく、市町村長の判断に委ね

られています。行政実例（平成１０.１１.１８）では、

「当該証明書の交付が必要な選挙人本人以外の申請

でも交付することができる」とされています。

３．本問の問題点

本問の事例で、仮にＡ男の妻であるＢ女が、Ａ男

の暴力が原因で、別の住所に転入又は転居した場合

を考えると、住所地の市町村でＡ男を加害者として

ＤＶ等支援措置を申し出ていれば、Ａ男が住民基本

台帳の閲覧等によってＢ女の住所をつきとめようと

しても、市町村の窓口でそれを防止することができ

ます（１－②参照）。

一方、選挙権の行使を確保するため選挙人本人以

外の申請でも交付することができるとされている

「引き続き当該都道府県の区域内に住所を有する旨の

証明書」は、その証明内容に選挙人の住所が含まれ

ており、仮にＡ男に当該証明書を交付すれば、Ｂ女

の住所が判明し、加害行為に及ぶ可能性があります。

ここで、住基法と当該証明書の関係が問題となり

ます。市町村長は、当該証明書を交付するにあたり、

住基法に基づく住民基本台帳や住民基本台帳ネット

ワークシステムの本人確認情報を使用します。先述

のとおり、住基法に基づく証明書の交付等は法改正

により厳格化されています（１－①参照）。しかし、

当該証明書は公選法に基づく証明書なので、厳格化

された住基法の手続には縛られず、従来の公選法の

取扱いにより交付することとなります。

よって、本問の事例では、市町村長は、Ａ男の申

請に対して、公選法の取扱いにより、Ｂ女の証明書

の交付手続を行うこととなります。

４．本問の検討

前述のとおり、「引き続き当該都道府県の区域内に

住所を有する旨の証明書」の交付については、公選

法の取扱いにより交付することとなりますが、本問

のように、ＤＶ等支援対象者Ｂ女の当該証明書を加

害者であるＡ男が申請に来た場合は、ＤＶ評価書の

勧告にあるように、「住民基本台帳からの情報を基に

事務処理を行う部局との連携」として、当該事務の

担当部局において、被害者情報の管理の徹底を図る

ことが適当です。
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よって、本問の場合は、当該証明書交付部局と住

民基本台帳担当部局が連携して（同じ部局の場合が

多い）被害者情報を共有し、被害者の身の安全を確

保するため、不当な目的による申請として当該申請

を拒否することが適当です。また、Ｂ女の選挙権行

使の確保に配慮するため、場合によってはＢ女と連

絡を取るなど、当該証明書の申請の意思を確認する

ことも必要です。

（大阪府総務部市町村課行政グループ）
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